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黄 當時講演会

本会会員である黄 當時氏（佛教大学教授）の講演会を行います。

１ 日 時

平成２６年３月１６日（日）午後１時３０分

２ 場 所

名古屋市市政資料館 第３会議室

名古屋市東区白壁１丁目３番地（Tel:052-953-0051）

３ 演 題

金印「漢委奴国王」の読みと意味について

４ 講演概要

金印「漢委奴国王」をどう読むかは、人々を悩ませてきた問題である。「委」は「倭」

を省画したもので「ワ」と読み日本を指す、ということはわかっても、「奴」をどう理解

するのか、がよくわからないからである。

倭奴は、『後漢書』の東夷列伝（建武中元二年，倭奴國奉貢朝賀，使人自稱大夫，倭國
● ●

之極南界也。光武賜以印綬）や光武帝紀（東夷倭奴國王遣使奉獻）に見えるから、金印が
● ●

下賜された弥生時代の日本に倭(委)奴と称するリーダー格の国があったと考えられる。

『広辞苑』は、委(倭)奴を、志賀島地方にあった小国家、と説明するが、果たしてそう

なのか。『日本国語大辞典』は、「朝貢した奴国に印綬を授けたという記事に照応する」と

説明するが、『後漢書』には、貢ぎ物を奉げて挨拶にきた倭奴国に印綬を授けた、とあり、

奴国に印綬を授けたのではない。

これまでの研究は、何が足りなかったのか。言語学的な視点から、金印「漢委奴国王」

の読みと意味を探ってみたい。

５ その他

講演会は３月例会として行います。 (例会費：会員無料、非会員５００円)
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登 岐 士 玖 能 迦 玖 能 木 實

名古屋市 石田敬一

１

九十年春二月庚子朔、天皇命田道間守、遣常

世國、令求非時香菓。香菓、此云箇倶能未。今謂橘是

也。

九十九年秋七月戊午朔、 天皇崩於纏向宮。時

年百卌歳。○冬十二月癸卯朔壬子、葬於菅原之

伏見陵。

明年春三月辛未朔壬午、田道間守、至自常世

國。則賚物也、非時香菓八竿八縵焉。

田道間守、於是、泣悲歎之曰、受命天朝、遠往

絶域。萬里蹈浪、遥度弱水。是常世國、則神仙秘

區、俗非所臻。是以、往来之間、自経十年。豈

期、独凌峻瀾、更向本土乎。然頼聖帝之神霊、僅

得還来。今天皇既崩。不得復命。臣雖生之、亦何

益矣。

乃向天皇之陵、叫哭而自死之。群臣聞皆流涙

也。田道間守、是三宅連之始祖也。

（岩波文庫『日本書紀』(二)、P468）

Ａ 垂仁九十年の春二月庚子の朔に、天皇は
こ う し

田道間守を常世の國に遣り、非時香菓を求
た じ ま も り ときじくのかぐのみ

むよう命ず。【香菓、此を箇倶能未と云う。】今橘
か ぐ の み

と謂うは是なり。

Ｂ 九十九年の秋七月の戊午の朔に、天皇は
ぼ ご

巻向宮にて 崩 りぬ。時に年は百四十歳。
かむあが

冬十二月の癸卯の朔壬子に菅原の伏見陵に
き ぼ う じ ん し

葬 る。
ほうむ

Ｃ 明年の春三月の辛未の朔壬午に、
し ん び じ ん ご

田道間守、常世の國より至る。 則 ち 齎 し
た じ ま も り すなわ もたら

た物は、非 時香菓の八竿八縵なり。
ときじくのかぐのみ はちさおはちつる

Ｄ 田道間守、是にて、泣き悲しみ歎きて曰
た じ ま も り

く、「天朝の命を受けて遠くより絶域に往き、
い

万里の浪を蹈み 遥 に弱水を度る。是の常世
なみ ふ はるか わた

の國は、神仙の秘区、俗の至る所に非ず。

是を以て、往来の間、自ずから十年を経る。

豈独り峻き瀾を凌ぎ、更た本の土に向うと期
あにひと たか なみ しの ま もと おも

いきや、然るに、聖帝の神霊に頼りながら 僅
しか わずか

に還り来ることを得る。今、天皇は既に 崩
かむあが

りて、復命することを得ず。臣、生きたと

雖も、亦何の益があろうか。」

Ｅ 乃 ち天皇の陵に向いて叫び哭きて自ら死
すなわ なげ

す。群臣らは聞きて皆涙を流すなり。

田道間守は、是三宅連の始祖なり。
た じ ま も り

（送り点等省略。読み下しは筆者による。以下同じ）

これは、岩波文庫版『日本書紀』の垂仁紀
すいにん

の「非 時 香 菓」にかかる記事です。この
ときじくのかぐのみ

「非時香菓」に関して、「古田史学の会・東海」
ときじくのかぐのみ

の１２月例会において議論がありました。そこ

で、私は「東海の古代」１６１号（２０１４年

１月）で「非時香菓」と題して、次のとおり『日

本書紀』の関連記事を分析しました。

常世の國は、読み下しのＤにあるとおり、「絶

域」すなわち遠く離れた土地であり、そこは「万

里の浪」を踏破し、さらに「弱水」を渡るとこ

ろにあると記述されます。『山海經』によれば
せんがいきよう

「弱水」は崑崙山の麓の周りを流れている「鳥

毛も浮かばない水」とされます。その「弱水」

を渡った先に常世の國はあります。さらに、

常世の國は、不老不死で神通力をもつ仙人が住

む神仙の秘境「神仙の秘区」とあり、そして「俗

の至る所に非ず」すなわち人間が到達できる場

所ではないと記述されます。「神仙」の語句を

使用していますから、書紀編者は、「神仙」思

想、つまり中国の不老不死の世界を意識してい

ます。となると、常世の國は、神仙思想にた

って、まさしく崑崙山をイメージして記述さ

れたと考えてよいでしょう。

崑崙山には「不死樹」があり、その甘木の
カンボク

（実）を食べると不老になるとされます。書紀

編者は、この甘木を柑木、すなわち柑橘類の木
カンボク

という認識を持って、「非時香菓」を「今橘と
ときじくのかぐのみ

謂うは是なり」と記述したのです。

以上の考え方を『史記』『山海經』『淮南子』
せんがいきよう え な ん じ

の史料により具体的に示しました。

２

先に読み下しのＡの記事では、垂仁天皇が

田道間守に「非時香菓」を採ってくるように
ときじくのかぐのみ
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命じます。Ｂでは、天皇が亡くなったこと、Ｃ

では、田道間守が常世から「非時香菓」を持
ときじくのかぐのみ

ち帰ったことが記述されます。そして、Ｄでは、

生きている間に持ち帰ることができなかったこ

とが田道間守の言葉として述べられます。こ

れらＡからＤの記事の流れからすると、Ｄに

おける田道間守の言葉は、単に忠心を示せなか

った悔しさを表わしているだけでなく、不老不

死の香菓を届ける前に天皇が逝ってしまい、こ

の香菓を渡すことができなかった無念さを表現

したのだと思われます。

この『日本書紀』の記事は、不老不死の香菓

を求めたものです。とすれば、不老不死の実は、

現実の世界にはありませんので、記事の内容は

全くの架空です。

ただ、一方で、神仙思想に基づいて、後代に

不老不死の話として田道間守の言葉を付け加え

たのだとすれば、もともと「不死樹」は人間の

不老不死のことではなく、樹木がエバーグリー

ンであったことを意味していることになりま

す。そうであれば、現実世界のこととして、田

地図１

地図２

（yahoo地図より。赤い丸囲みは筆者による。）

道間守は崑崙に実際に行って「非時香菓」を
ときじくのかぐのみ

持ち帰ったことがオリジナルであったことにな

ります。

現在の地図をみると、地図１及び地図２のよ

うにタクラマカン砂漠の南には、崑崙山脈が

存在し、崑崙山脈の東に弱水も現存します。

そこで、あらためて、この記事の意味を問え

ば、書紀編者は、田道間守がたいへんに忠臣

であって、とても人間業ではできないことを

やってのけたことを賞賛し、もって、このエ

ピソードから田道間守の子孫である三宅の連

一族を持ち上げようとしたのではないかと思

われます。

このように『日本書紀』の記述は、神仙思

想に立って架空の香菓をテーマとする物語に

粉飾することにより「非時香菓」を採って持
ときじくのかぐのみ

ち帰った田道間守への賞賛を強調しようとす

る意図が感じられます。

これに対して、『古事記』には、どのように

記述されているか、次に確認します。

３

現存最古である国宝真福寺本『古事記』（昭

和５２年、桜楓社）の垂仁記に、次のとおり
すいにん

常世の國に「登岐士玖能迦玖能木實」があると

記述されています。「ときじくのかくのこのみ」

と読まれます。『日本書紀』の「非時香菓」と
ときじくのかぐのみ

同様の話が記述されていますが、幾分異なって

おり、「弱水」や「神仙の秘区」など崑崙山や

神仙思想に結びつく字句はありません。

『古事記』では、まさに、常世の國は、現実

世界のこととして記述されているように思われ

ます。

又天皇 以三宅連等之祖 名多遲摩毛理

遣常世國 令求登岐士玖能迦玖能木實 自登

下八字以音 故多遲摩毛理遂到其國 採其木

實 以镸曼入弟縵八矛 將來之間天皇既崩 尓

多遲摩毛理 分縵四縵矛四矛 獻于大后以縵

四縵矛四矛 獻置天皇之御陵戸而 擎其木實

叫哭以白 常世國之登岐士玖能迦玖能木實

持參上持 遂叫哭死也 其登岐士玖能迦玖能
注１

木實者是今橘者也 此天皇御年 壹佰伍拾參
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歳 御陵在菅原之御立野中也

（真福寺本『古事記』垂仁記、P130）

（注１.卜部家本系統には「侍」とある。）

また天皇、三宅の連等の祖、名は多遲麻毛理
た ぢ ま も り

を以て、常世の國に遣り、登岐士玖能迦玖能
と き じ く の か く の

木實【登より下の八字は音を以てす】を求むよう命
こ の み

令す。故に、多遲麻毛理は遂にその國に到る。
た ぢ ま も り

その木の實を採り、镸 曼 を以て、八つの矛に巻
かずら

き付け入れ、將に之に來る間に天皇は既に崩
きた

ず。

尓 て多遲麻毛理、縵四縵の矛四矛に分けて
しかり た ぢ ま も り

太后に 獻 る。以て、縵四縵の矛四矛を天皇
たてまつ

の御陵の戸に 獻 り置き、その木の實を擎げ
たてまつ ささ

て 叫 び 哭 き て 白 す 。 常 世 の 國 の
もう

登岐士玖能迦玖能木實を持ち參上す。持ちて
と き じ く の か く の こ の み

遂 に 叫 び 哭 き 死 す な り 。 其 の

登岐士玖能迦玖能木實は、是、今橘なり。
と き じ く の か く の このみ

此の天皇の御年は壹佰伍拾參歳。御陵は菅

原の御立野中に在るなり。

登岐士玖能迦玖能木實に関して、岩波文庫
と き じ く の か く の こ の み

版『古事記』（1963年、倉野憲司校注、P261）

の記述には、「以二縵八縵、矛八矛一、」と記述

されています。この岩波文庫版は、訓法を改

めたり誤植を直したところもありますが、原則

として、訓み下し及び原文ともに、日本古典文

学大系１『古事記 祝詞』（1958年6月、校注：

倉野憲司・武田祐吉、岩波書店、以下日本古典

文学大系本という。）に基づいています。

そして、ほとんどの考察は、日本古典文学

大系本の「以縵八縵矛八矛」の記述に従って

います。

「縵八縵矛八矛」について、日本古典文学

大系本の注釈（P202）に次のとおりあります。

２ 縵八縵矛八矛 －眞には「镸曼入弟縵八矛」、

前には「縵○八竿縵八矛」とあつて、○印の右傍
ママ

に「八矛」と注し、猪には「縵○八矛」とあって、○

印の左傍に「八竿縵」と注し、寛には「縵八矛」、延

には「縵八縵矛八竿」とある。

これについて『諸本集成 古事記』（昭和５

６年、小野田光雄、勉誠社）の中巻（P348～34

9）を参考に整理すると次のとおりです。

真福寺本系統 眞 真福寺 镸曼入弟縵八矛
1372年

前 前田家本 縵 八 竿縵八矛
1 6 0 7 年 八矛

猪 猪 熊 本 縵八 矛
室町末期か 八竿縵

卜部家本系統

寛 寛永版本 縵八矛
1 6 4 3 年

延 延 佳 本 縵八縵矛八竿
1 6 8 7 年

日本古典文学大系本 縵八縵矛八矛

日本古典文学大系本は、これらの諸本につい

て次のとおり解説（P30）します。

古訓本にはこのような欠点があると共に、周知

のように記伝にならって、みだりに文字を補った

り、また削ったりしていて、首肯しがたい箇所も散

見している。しかし真福寺本をはじめ他の諸伝本

には、一層多くの誤脱があるから、現状は古事記

伝の本文か古訓本の本文を底本とするのが、最も

穏やかなように思われるのである。

ここでいう記伝とは『古事記伝』（1798年、

本居宣長）を指し、古訓本とは、その『古事記

伝』の文字や訓を正したとされる『訂正 古訓

古事記』（1803年、本居宣長、長瀬真幸）です。

つまり、日本古典文学大系本は、本居宣長が『古

事記伝』で示した本文等を基準にして「真福寺

本をはじめ他の諸伝本には、一層多くの誤脱が

ある」と判定しているのです。

本末転倒とも言うべきことです。

本来は、現物の史料である真福寺本を基準に

して、どうかと判断すべきことです。後代の研

究論文に掲げる古訓本をもとに、原文の最古の

写本である真福寺本の字句に誤字脱字があるか

どうかを判定すべきものではないでしょう。

日本古典文学大系本が「以縵八縵矛八矛」

を採用したのは、後に「分縵四縵矛四矛」の

記述があるため、これに調子を合わせて改変

したのでしょうが、やはり元の史料の字句が

重要であり、尊重すべきであると思います。

諸本の中で、真福寺本は、卜部家本系統よ
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り２００年以上前に書写されたものであり、ま

ずは古い書写である真福寺本を重視すべきで

す。

ところが、真福寺本にある「以镸曼入弟縵八

矛」について、日本古典文学大系本は、真福

寺本を始めとしていずれの古写本にも従わな

い本居宣長の『古事記伝』に従っているので

す。『古事記伝』の本文を基準にする姿勢に疑

問を持ちます。これは原本を尊重するのではな

く、本居宣長のいわば創作に従ったということ

になるのです。

なお、日本古典文学大系本の「分縵四縵矛

四矛」の「縵四縵矛四矛」の注釈には、次の

とおりです。

３ 縵四縵矛四矛 －前には「縵矛四矛」とあっ

て、上の「矛」の右に「竿」と注し、猪には「縵弟四

矛」とあって、「弟」の右に「竿」と注し、寛には「縵

矛四竿」、延には「縵四縵矛四竿」とあるが、底・眞

に従う。 (日本古典文学大系『古事記』、P202)

また、日本古典文学大系本の「以縵四縵矛

四矛」の最後の「矛」についての注釈には、

次のとおりあります。

４ 矛 －前・猪・寛・延に「竿」とあるが、底・眞・

田に従う。 (日本古典文学大系『古事記』、P202)

これを『諸本集成 古事記』により整理する

と次のとおりです。４の注釈と違って前田家本

と猪熊本には「矛」とあります。

真福寺本 縵四縵矛四矛

前 前田家本 縵矛四矛
1 6 0 7 年 竿

卜部家本 猪 猪 熊 本 縵弟四矛
室町末期か 竿

系統

寛 寛永版本 縵矛四竿
1 6 4 3 年

延 延 佳 本 縵八縵矛四竿
1 6 8 7 年

日本古典文学大系本 縵四縵矛四矛

すなわち、「縵四縵矛四矛」について、日本

古典文学大系本は、注釈の３、４ともに真福

寺本に従っています。

４

真福寺本の印影を確認します。

左が真福寺本の該当部分の印影で

す。「入」と「弟」で行替えがさ

れており墨の色が濃くなっていま

す。

真福寺本には「以镸曼入弟縵八矛」

（P130）とあります。

「採其木實」に続いて、「以镸曼

入弟縵八矛」とあります。ここで

留意すべきは、「镸曼」です。詳細

に見ると偏が「镸」であり「糸」

偏とは明らかに違います。偏が

「镸」ですので「镸曼」と思われ

ます。この「镸曼」は「鬘」の異

体字です。したがって、私はこ

の文字を通説の「縵」ではなく、

「鬘」すなわち「かずら」である

と考えます。

さて、ここで次に注目すべき

文字は「入」です。というのも

「入」と「八」は文字の形が似

ているためか、真福寺本が「入」

が「八」とします。ところが、

真福寺本では１画目と２画目が繋がっており、

さらに頭が左側へ抜けているので、確かに、

「入」であると認められます。一方、「八」に

ついては、真福寺本の他の記述を確認すると

明らかに１画目と２画目の間は離れています

ので、「入」と「八」は、明確に書き分けられ

ています。したがって、文字を混乱しようが

ないと思います。また、ここでは「入」のす

ぐ３文字後に「八」の字があって書写した賢

瑜は、明確に違いを認識できるのですから、

「入」と「八」が書き分けられていることは

明らかです。「入」を「八」に誤写したとされ

る日本古典文学大系本の解釈は、まったく理

解しがたいものです。
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次に注目すべき文字は「弟」です。真福寺

本の印影に「弟」と印影がある文字について、

日本古典文学大系本では「矛」に改変してい

ます。日本古典文学大系本は、そうした改変

をたびたび行っています。たとえば、真福寺

本の「亦名謂八千弟神」（P40）について、日本

古典文学大系本では「亦名謂八千矛神」（P90)

とされます。また真福寺本の「此八千弟神」（P4

6）を日本古典文学大系本では「此八千矛神」（P

100)とされます。

通説では「八千矛」ですので、真福寺本には

当然「八千矛」と記述されていると思っていた

のが、実は「八千弟」と記述されているのです。

このように日本古典文学大系本には、真福寺

本とは異なった文字が使われています。これは、

「弟」と「矛」の異体字がよく似ていることか

が原因ともいえます。真福寺本系統である道祥

本（伊勢本、1424年）が「弟」か「矛」の異体

字のようであるのに対して、卜部家本系統は

「矛」又は「矛」の異体字であり、日本古典

文学大系本が卜部家本系統に従っているため

です。いずれにしても真福寺本系統も卜部家

本系統も底本が何かは分からない中では、よ

り古い写本を重視することが妥当であろうと

思います。

真福寺本 亦名謂八千弟神 此八千弟神

日本古典文学大系本 亦名謂八千矛神 此八千矛神

古田武彦氏は『盗まれた神話』（ミネルヴァ

書房）所収「日本の生きた歴史(三)」の第二「古

事記と銅鐸」論（P412）において、通説で「矛」

とする字が、真福寺本では「弟」であることに

ついて指摘されています。要約すれば、次のと

おりです。

（1）真福寺本では「矛」はすべて「弟」と書

かれている。

（2）「天の沼矛」は本来「天の沼弟(ぬおと)」

である。

（3）「八千矛神」も「八千弟(おと)神」であ

る。

（4）「天沼弟」「八千弟神」の場合の「弟(お

と)」は「音 sound」の意である。

以上です。ただ、今問題にすることではあ

りませんが、（2）について、真福寺本では「沼

弟」ではなく「治弟」と記述されていると私

は思います。

さて、このように、真福寺本の他の記事に

おいても、日本古典文学大系本では「弟」が

「矛」に変更されている場合があります。も

ちろん真福寺本も写本ですし、ケアレスミス

もあるでしょうから、写したときに文字を間

違えた可能性はありましょうし、文字の順番

を間違えて写してしまったという可能性もあ

りましょう。しかしながら、「以镸曼入弟縵八矛」

では「弟」の３文字後に「矛」の字があって

明確に違いが分かるのですから、「入」と「八」

の場合と同様に、「弟」を「矛」に誤写したと

される日本古典文学大系本や記伝の解釈は、

間違っていると思います。少なくとも、誤写

ではなく、真福寺本の底本には、そのように

書いてあったのだと思います。

さらに、この記事の直前にある記述から、私

の主張が正しいことが確かめられます。直前の

記事に、次のような記述があります。

又到弟國之時 遂墮峻淵而死 故號其地謂

墮國 今云弟國也

(真福寺本『古事記』垂仁記､P130)

また、弟國に到達の時、遂に峻しい深淵に
おとくに けわ

堕ちて死ぬ。それ故に其の地を墮國と謂う。
おちくに

今は弟國と云うなり。
おとくに

ここでは、真福寺本にある「弟」が日本古典

文学大系本でも同じ「弟」とされています。文

面を読めば、「堕國」について、今は「弟國」
おちくに おとくに

と謂うという内容ですから、明らかに「矛」で

はなく、真福寺本にあるとおり「弟」でしょう。

卜部家本系統も「弟」とありますので、日本

古典文学大系本は「弟」とします。

この「弟國」の「弟」と「以镸曼入弟縵八矛」

の「弟」は全く同じ調子で書かれているとと

もに、「以镸曼入弟縵八矛」の「矛」は、「弟」

と明らかに異なる字と認識できます。私は、

真福寺本の「弟」と「矛」は、区別されて書

写されたと考えるべきだと思います。したが

って「以镸曼入弟」の「弟」は、真福寺本にあ
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るとおり「弟」で間違いないと私は思います。

万一、「入」が「八」で、「弟」は「矛」の

字であったと仮定した場合には、「以镸曼入弟縵

八矛」は、「以镸曼八矛縵八矛」となるはずです。

ところが、日本古典文学大系本では「矛」と

「縵」の順番を入れ替えて「以縵八縵矛八矛」

とするのです。

真福寺本 以镸曼入弟縵八矛

日本古典文学大系本 以縵八縵矛八矛

（送り点等省略）

私は、最古の『古事記』の写本である真福寺

本に記述している字句について、これをまず

は尊重し、文字を変えないで、そのまま忠実

に受け止めて読むべきであると思います。

日本古典文学大系本の『古事記』は、卜部

家本系統に偏重しいているにもかかわらず、『古

事記』の間違いのない原本であるかのように

一般に流布されていることに危惧を抱きます。

このように古代史学において問題とされる事

案については、とりわけ現存最古の写本を慎

重に確認することが大切であると痛感します。

この誤りの原因は、真福寺本が『古事記』本

来の姿を伝える唯一の写本と云われるのに対し

て、日本古典文学大系本は、本居宣長が校訂

した『訂正 古訓古事記』(1802年）に準拠す

るからにほかなりません。

私は、真福寺本に記述された字句のとおり

「以镸曼入弟縵八矛」をもとに考察すべきである

と思います。

以下に真福寺本が正しい記述であるとして

私見を示します。

５

「以镸曼入弟縵八矛」の意味を理解しようとす

れば、その前の「採其木實」を重視すべきで

す。この意味は、まず異論無く理解できます。

「その木の実を採る」です。ですから、次に

続く文字「以镸曼入弟縵八矛」は、「以」があり

ますので、採った木の実を「以て」どうした

かが書かれていると考えるのが自然な理解で

す。つまり、「以镸曼入弟縵八矛」は、「木實」

の形状ではなく、手段や方法が記述されてい

るのです。

このことに関して、古田武彦氏は、『市民の

古代』第１４集（1992年、新泉社）において、

「非時の香の木実」の論証（P49～P53）と題
ときじく かぐ こ の み

して述べられ、西江䧺児氏の発想を採用され

ています。

この西江氏の発想は、問題があると思いま

す。『日本書紀』の垂仁紀の記述は、私がこれ

まで述べたとおり「以镸曼入弟縵八矛」ですが、

これを通説の「以縵八縵矛八矛」であると解

釈されています。これは、一応通説に従った

までであると許容しましょう。しかし、「縵八

縵矛八矛」が『古事記』『日本書紀』の両方に

記述されているとするならば、これは間違い

です。

先述のとおり『古事記』では「以镸曼入弟縵

八矛」であって「以縵八縵矛八矛」ではあり

ません。また『日本書紀』では「八竿八縵」

であって「縵八縵矛八矛」とは全く違います。

となると「登岐士玖能迦玖能木實」の形が「縵」

や「矛」であるとは読めませんから、木の実

の形が「縵」のようであったり「矛」のよう

であったりとする理解はあたらないと思いま

す。さらに『日本書紀』では「矛」という文

字そのものが記述されていないので、「矛」を

木の実の形とする根拠さえありません。したが

って、明らかに発想の前提となる記述内容の

認識に間違いがありましょう。そうした間違

った史料認識のもとに組み立てられた仮説は

正しい答えを導かないに違いありません。

國學院大學図書館デジタルライブラリーに

より『日本書紀』古活字版の該当部分（http://k-

aiser.kokugakuin.ac.jp/library/lime/syoki6_7/pages/page018.htm

l）の印影を見ると、確かに「八竿八縵」です。

明年春三月辛未朔壬午田道間守至自常世國

則賚物也非時香菓八竿八縵焉

（古活字版『日本書紀』巻六・巻七、18/46)

明年の春三月の辛未の朔壬午に、田道間守、
しんび じ んご

常世の國より至る。 則 ち 賷 した物は、非 時
すなわ もたら ときじくの
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香菓の八竿八縵なり。
かぐのみ はちさおはちつる

この記述が意味するところをわかりやすく言

えば、垂仁天皇の御代の百年三月に、田道間

守は、常世の國から帰ってきた。持ってきた

物は、非 時香菓を八本の竿に「縵」したもの
ときじくのかぐのみ さお

だということでしょう。

現代では「縵」は「まん」「ばん」「かずら」

と読み、鬘とも書き蔓の総称です。「かずら」
かずら つる

は、テイカカズラ，スイカズラ，サネカズラな

ど、つる性の植物名によく使われています。

要するに、「縵」は蔓ですから、長く伸びて他

の物に巻きついたりよじ登ったりする紐状の形

状です。

そこで、私は『非時香菓』（「東海の古代」1

６１号）では、『日本書紀』の記述「八竿八縵」

について、「はちさおはちつる」と読んで

「非 時香菓」を竿に串刺しにしたり、蔓に通
ときじくのかぐのみ

して持ち帰ったという意味だと考えました。

しかし、『古事記』の記述は、これと異なる

ように思われます。というのも、先に述べたと

おり真福寺本に「以镸曼入弟縵八矛」とあり日

本古典大系本で「縵」と表示されていた文字

は、実は「镸曼」すなわち「鬘」の異体字であ
かずら

り、「縵」の文字と区別されています。となる

と、「採其木實以镸曼」は、その木實を採って「鬘」
かずら

にしたという意味になるでしょう。また、「縵」

は「 鬘」とは違う別の意味で使われているの
かずら

ではないかと思います。

次に『古事記』の「以镸曼入弟縵八矛」のキー

ポイントとなる文字は「弟」です。「弟」の漢

字の会意は、「矛」に、なめし皮を順序良くら

せん形に巻きつけたということで、その形から

成り立った象形文字です。つまり「弟」の文字

は、長い柄がある矛に巻き付けるという意味を

持っています。

「縵」は、巻き付く蔓の意味があり「弟」

も巻き付く意味を持ち、しかも「弟」は矛に巻

き付くのですから、「八」を除いて「弟縵八矛」

は相互に関連する言葉が連なっていると考え

てよいでしょう。総じて、矛の柄に巻き付け

るという意味であると捉えることが妥当では

ないでしょうか。

以上のことから、要するに、『古事記』の「以

镸曼入弟縵八矛」は、「登岐士玖能迦玖能木實」を

「 鬘」にして、八本の矛の柄に巻き付けたと
かずら

いうことでしょう。

ですから、『日本書紀』の「八竿八縵」は、
はちさおはちつる

「非 時香菓」が八本の竿の各々に蔓のように
ときじくのかぐのみ

巻き付いている状況をシンプルに示しているの

です。記紀両方の記事を総合すると、このよう

に木實を「 鬘」にして、矛の竿（柄）の部分
かずら

に巻き付けた、それが八本ある状況を示してい

るように考えるのが妥当だと思います。なお、

「縵」には「無地の絹。ゆるやか。ゆったり

とした。連れ弾き。」の意味がありますので、

「鬘」になった香菓は大切な物として「絹に
かずら

包み入れ」たのかもしれません。

そして、その八本の竿なり矛なりを半分に分

けて、皇后と天皇のそれぞれに、四本ずつ供え

たということです。

６

日本古典文学大系本では「縵八縵矛八矛」

に「かげやかげ、ほこやほこ」（P203)とふり

がなが付され、その注釈に、次のように『古

事記伝』の解釈を掲げます。

六 記伝には縵は蔭橘子というもの、矛は矛橘子
かげ かげたちばな

というもので、前者は枝ながら折り採って葉もつけ

たままのもの、後者はやや長く折った枝の葉をば

皆取り去って実だけをつけたものであろうといって

いる。→補注四十九

（日本古典文学大系『古事記』､P202）

補注四九 延喜式巻三十九、内膳司の新嘗祭供

御料の中に「橘子廿四蔭。桙橘子十枝。」とあ

り、諸節供御料の中に「橘子卅六蔭。桙橘子十

五枝。 掇 橘子一斗。」とある。これによると掇
ヒロ ヒ

橘子はバラバラになった実であるが、蔭、桙は

共に何かの形にまとめられた実であることが知

られる。ところで、矛橘子は十枝又は十五枝と

あるので、枝に実をつけたままのものと思われ

るが、蔭橘子は縵の字が示す通りに、橘の実を

緒でつないで縵のようにしたものではあるまい

か。 （日本古典文学大系『古事記』､P349）

この注釈にある『古事記伝』の解釈は、まっ

たくおかしなものです。「縵は陰橘子」とされ
かげ かげたちばな
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ますが、「縵」に「かげ」の訓を付けたのは、

卜部家本系統にカタカナで「カケ」とふりが

なされているのを受け、本居宣長が「縵」を

「かげ」と読んで「蔭」に関連づけたもので

す。「縵」は「かげ」とは読めず全く疑問です。

「陰橘子」という語句は、私が調べた限り
かげたちばな

『古事記』にも『日本書紀』にも中国史料に

も出現しません。創作された語句でしょう。

あらためて、国立国会図書館所蔵近代デジタ

ルライブラリーより国史大系第十三巻『延喜式』

巻第三十九の内膳司の新嘗祭供御料及び右夜米

斤、右解齋米斤、諸節供御米斤について、その該当

部分の前後を確認します。それぞれ次のように

あります。

椎子菱子各四升。橘子四蔭。瓫四口。醤油各

五升。

椎子四升。菱子蓮子各二升。橘子廿四蔭。桙

橘子十枝。

椎子菱子各四升。橘子四蔭。桙橘子十枝。

橘子卅六蔭。桙橘子十五枝。掇橘子一斗。

（国史大系『延喜式』､520･521/610）

一見してわかるように、その記載方法から

椎や菱の実を量る単位は「升」であり、橘の

実を量る単位は「蔭」と考えられます。また、

桙橘の実を量る単位は「枝」で、掇橘の実を

量る単位は「斗」とあります。現在でも使わ

れる「升」や「斗」や「口」と同じように「蔭」

や「枝」は、数量の単位と思われます。した

がって、橘、桙橘、掇橘は、橘の種類によっ

て採取の形状が異なるため数える単位が違う

ことを示しているのだと思います。ただ、勘

違いしてならないのは、ここでは肝心の「縵」

は一切出現していないということです。

また、注釈の六には「前者は枝ながら折り採

って葉もつけたままのもの」で、「後者はやや長く

折った枝の葉をば皆取り去って実だけをつけたもの」

とされますが、葉を付けたものと葉を取った

ものを揃える意味がわかりません。岩波文庫

版の注釈には、次のように記述され、補注四

十九に似た注釈となっています。

一 縵は橘の実を緒でつないで鬘のように輪にし

たもの、矛は枝に実をつけたままのものであろう。

（岩波文庫『古事記』、P115）

こうした解釈の根底には、持統天皇元年三月

條の次の記述を参考とされているのだと思われ

ます。

甲申、以花縵、進于殯宮、此曰御蔭。

（日本古典文学大系『日本書紀』下、P489）

ここには、一文に「縵」と「蔭」の語句があ

ります。しかし、「御蔭」は、「花縵」を以て

殯宮に進むことの全体を指すのであって、「縵」

を「蔭」と読む裏付けとなるものではありま

せん。

したがって、日本古典文学大系本の注釈の

六にある「記伝には縵は陰橘子というもの、矛は
かげ かげたちばな

矛橘子というもの」は、作為的であり恣意的です。

「縵」と「蔭」は全く関係がないのに、「縵」

を陰橘子と捉えて、いかにも関係しているか
かげたちばな

のようにしているのです。また、補注四十九

において、「掇橘子はバラバラになった実」や、

矛は「枝に実をつけたままのもの」とする解釈に

は相当の無理がありましょう。

７

『魏志』倭人伝に、倭人は橘が滋味であるこ

とを知らないという記述があります。このこと

から、三世紀に倭には橘があったはずであり、

それなのに、田道間守が、常世の國に橘を採
多 遅 摩 毛 理

りに行くのはおかしいと疑問視する論があり

ます。

私は、倭に橘があっても常世の國に橘を採

りに行くことを疑問とは思いません。垂仁天

皇が求めたのは、倭の橘ではなく常世の國の

橘なのです。常世の國の橘だからこそ、値打

ちがあり意味があるのです。『論衡』超奇第三

十九の「越裳は白雉を獻じ、倭人鬯草を貢ぐ」の

記事にあるように、中国国内の白雉や鬯草で

はなく、遠方の夷狄が朝貢したものであるこ

とに吉祥としての重要性があります。これと

同じように、永遠に変わらないとされる常世

の國からもたらされた橘であることに、あり

がたさがあるのです。

また、この橘をバナナやアケビやザクロで
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あるとする説もあります。発想としてはおも

しろいですが、『日本書紀』にも『古事記』に

も、それらを特定する語句はありません。こ

れらの説は、真福寺本の「以镸曼入弟縵八矛」

ではなく、創作された本居宣長の記述「以縵八

縵矛八矛」に基づいたものであると思います。

つまり、発想する根拠を誤認した説であるの

です。

８

『日本書紀』では、常世の國について、神仙

思想に基づき「弱水」を渡った「神仙の秘区」

の崑崙にあることが示されています。これに対

して、『古事記』には、常世の國がどこにある

かを具体的に示す語句はありません。

次の記事から、海を渡ったところに常世の國

があることがわかるのみです。

故御毛沼命者 跳波穗渡坐于常世國 稻氷命

者爲妣國而入坐海原也

（真福寺本『古事記』海幸彦と山幸彦,P82）

また、次の記事では、上記の「跳波穂」の記

事と合わせて考えると、「度」るわけですから、

陸地から離れて水上を渡ったのは確かでしょ

う。

故自爾大穴牟遲與少名毘古那二柱神相並 作

堅此國 然後者其少名毘古那神者度于常世國

也 （真福寺本『古事記』大国主命,P55）

『古事記』では、海を渡ること以外に常世の

國の場所を特定する語句を示しません。

方向や距離、常世の國に至る間の地名など一

切記述されていません。したがって、常世の國

の場所がどこにあるかを探ろうとしても、『古

事記』には、これ以上の根拠がありませんから、

常世の國は、東南アジアに存在したなどと具体

的に示すことは不可能です。具体的に示そうと

すれば、それは想像や思いつきの範疇の話とな

ってしまうでしょう。

私は、常世の國について、『古事記』の記述

からは、その場所を特定することは不可能であ

ると考えます。

前号に引き続いて登載します。

・１６１号(平成２６年１月)

１ 発端

２ 式内社

３ 尾張国式内社

・１６２号(平成２６年２月)

４ ひしめく神社

５ 多奈波太神社

繊維街の源流を求めて（その３）

名古屋市 加藤勝美

６ 三神社に注目するに至った契機

多奈波太神社に続いて綿神社を見てみること

にしますが、その前に前回書き漏らしたことを

述べておきましょう。

それは綿神社、多奈波太神社及び羊神社の
わたじんじや た な ば た じんじや ひつじじんじや

三社に注目するに至った契機です。これらの神

社に注目するに至った直接の契機は初回（その

１）に述べたように、尾張国式内社巡りを敢行

しつつあった２０１０年６月になって織物関係

神社と目される神社が黒川周辺に集中している

事実でした。私はこの三社を２０１０年６月１

７日にいっぺんに巡り終えたのですが、それら

のレポを書き上げるに当たって資料の整理や文

献の参照に時間を割いていました。その際、私

と同じく上記三社は織物関係神社なのではない

か、とする記述に出合いました。

具体的に言いますと、尾張国式内社の研究を

目指す人には必携書のひとつといっていい文献

があります。『古代尾張氏の足跡と尾張国の式

内社』（昭和６３年６月発行）といって、「尾張

式内社をたずねる会」（代表加藤宏）の手にな

る刊行物です。非売品なので購入は不可と思い

ますが、同書が備わっている図書館に赴けば、

閲覧ないし複写が可能かと思われます。名古屋

市内の図書館なら備わっている可能性が高いで

しょう。
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会のメンバーが手分けして４年間の歳月をか

けて完成させた実訪書です。そのうち、多奈波

太神社を担当した鳶田氏の一文が掲載されてい

ますが、氏は文末に次のように記されています。

棚機姫が機織をしている情景を思い浮べている

と、この近くには、織物に関わりのある社名の式内

社、綿神社と羊神社のあることに気がついた。偶

然のことであろうか。

(『古代尾張氏の足跡と尾張国の式内社』267頁)

この一文に出会って私は意を強くした。同様

の疑問を抱いた人は私以外にもおられたと知っ

て意を強くしたのです。が、鳶田氏の一文を知

らなくても、私のように、「織物関係の神社が

多いな、なぜだろう」と素朴な疑問を抱く人は

少なくないのではないでしょうか。が、現実に

は、私の知る限り、このことを問題にした人や

論文は見あたりません。多くの人が気づいてい

た事実なら、鳶田氏のように「～ことに気がつ

いた。偶然のことであろうか」などと記す必要

がありません。

私のみるところ、人々が気づかなかった（あ

るいは気づかないふりをしてきた？）原因の一

端はこれから見る綿神社にあると思われます。

この意味において綿神社について知ることは大

変重要なことになります。

７ 綿神社
わたじんじや

綿神社は名古屋城の北東１キロ強の地、地下

鉄黒川駅のすぐ北側の元志賀町に鎮座していま

す。本論（その１）に地図を掲げましたが、こ

こにも再掲しておきますので、ご確認ください。

ごらんのように三社は大変近く、ほぼ黒川（堀

川）沿いに２キロほどの線上に位置しています。

綿神社の参道は大きな樹木に覆われていま

す。ために、市の中心街に位置しているとは思

えないほど静けさが漂っています。

さて、地図に神社の位置をプロットしたとき、

私は三社の距離の近さに鳶田氏と同様「偶然の

ことであろうか」という素朴な疑問を抱いたの

です。神社に到着すると、名古屋市教育委員会

名の社頭掲示が立っています。その文面を書き

取ってきたので紹介しておきましょう。次のよ

うな文面です。

綿 神 社
わた

平安時代初期の年中行事や制度などを記した

「延喜式」に載る「山田郡綿神社」にあたるとされる
えん ぎ しき

格式の高い神社で、誉田別尊 、玉依比売命、神
ほん だ わけみこと たまより ひ め n bs じん

功皇后を祀る。社名は、玉依比売命が海神綿津
ぐうこうごう j z わた つ

見神の娘であることに由来している。
み がみ

戦国時代、この地に屋敷を構えた平手政秀は、

荒廃した社殿を再興し、鏡と手彫りの狛犬を奉納
こまいぬ

して主君信長の奇行・粗暴の平癒を願ったといわ

れている。

名古屋市教育委員会

名古屋市教育委員会名の社頭掲示なので、こ

れが由来の一般的な見方と考えていいでしょ

う。この掲示文には注目点が二つあります。

第一点は、延喜式神名帳に「山田郡綿神社」

とある、いわゆる式内社だと見られていること

です。換言すれば、延喜式神名帳には「綿神社」

と記されていたと言っているわけです。事実、

延喜式神名帳には「山田郡綿神社」とあります。

第二点は、「社名は、玉依比売命が海神綿津
わた つ

見神の娘であることに由来している。」とある
み のかみ

ことです。これは大変重要な記述です。綿神社

は「海神神社」に由来していると言っているわ
わだつみ

けですが、だったら、なぜ海神そのものが祭神

になっていないのでしょう。『古事記』には「海

神は、伊邪那岐命と伊邪那美命の間に生まれた
い ざ な ぎ の み こ と い ざ な み の み こ と

神で、底津綿津見,中津綿津見,上津綿津見の三
そこ つ わた つ み なか つ わた つ み かみ つ わた つ み
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神」という意味の記述が見えます。綿神社が「綿

津見神社」のことなら、祭神は「綿津見神」の

筈です。水の神は龍神なので、少なくとも龍神

が祭神になっていないと奇妙です。なぜ、祭神

に綿津見神や龍神が見えず、玉依比売命なのか。
たまよりひめのみこと

玉依比売命は巫女神とされるが、延喜式神名帳

にちゃんと「信濃國埴科郡 玉依比賣命神社」

とあります。

さて、綿神社の「綿」が海神の「綿」と解さ
わた わたつみ わた

れたのは当社の近く（西側）にある西志賀貝塚

（貝田公園）の存在が知られてからです。その

存在はすでに江戸後期（寛政４年）に新川を堀

った際に発見され、「尾張志」等にここまで入

り海だったことが記されています。実際にきち

んとした形で調査されたのは昭和に入ってから

ですが、いずれにしても海の存在が強く意識さ

れ、綿神社の「綿」が海神の「綿」と解される
わた わたつみ わた

に至ったのです。

だが、貝塚があったからといって、綿神社の

鎮座地（黒川）まで神社創建時にそこが海だっ

たとは言い切れない。百歩譲って海だったとし

ても、このような内陸奥地まで海だった時期は

遙か以前の縄文時代に遡ってしまうだろう。そ

んな往古に綿神社が創建されたと考えるのはあ

まりにも非現実的であろう。

つまり、こういうことになる。綿神社の綿は

綿津見神の綿をとったものだと考えられるよう

になったのは非常に新しく、昭和に入ってから

なのです、逆に言うと、それまでの長い長い期

間、綿神社は綿神社としてそのまま受け止めら

れていたわけです。

神社の近くに縄文貝塚があったからといっ

て、綿神社の綿ときめつけるのはあまりにも飛

躍しすぎていると言わねばなりません。

そろそろ、綿神社のまとめに入りましょう。

延喜式神名帳には「山田郡綿神社」とだけしか

記されていません。そして平安時代からずっと

昭和に至るまで綿神社のままで、疑問視されて

いなかったのです。事実、全国の全式内社中「綿

神社」なる社名はどこにも見あたらないのです。

海神を祭神とする神社は福岡に鎮座する綿津見

神社のようにちゃんと社名を綿津見神社として

いるのです。

前記のように、名古屋市教育委員会名の社頭

掲示にまで綿神社の綿は綿津見神に由来すると

書かれてしまったので、異議を唱える人がなか

なか出てこなかったのです。が、種々述べてき

たように、「綿」は必ずしも「海神」に由来す

るとは断定できないのです。祭神名や神社名か

ら考えても、また、昭和に入るまで綿は綿とだ

けとしか捉えられていなかったことから言って

も、「綿」はそのまま素直に織物の「綿」に由

来すると考えるのが自然と言ってよいでしょ

う。

２月例会報告

○ 古田武彦著『真実に悔いなし』の書評

瀬戸市 林 伸禧

平成２６年１月に、「古田史学の会」主催

で古田武彦講演会が開催された。講演資料に『真

実に悔いなし』ついての井上章一氏の書評が（日

本経済新聞・夕刊、平成２５年１２月４日・水)

添付されていたので、紹介した。

邪馬臺国論で知られる歴史家の自伝。専門の

学界は、彼の仕事を徹底的に黙殺した。理にかな

う仕事も、たくさんあったのに。学者村の陰湿ぶり

を、思い知る。

○ 法隆寺再建非再建論争と移築問題

知多郡阿久比町 竹内 強

法隆寺が６７０年、『日本書紀』が記すよう

に焼失したことは｢若草伽藍｣の発掘によって結

論が出されたが、では何故書紀も『続日本紀』
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も再建記事を載せないのか？ さらなる疑問は

五重塔の心柱の伐採年が年輪年代法によると５

９４年という数字が出された事です。もし現在

の五重塔が再建された物だとすると１００年近

く伐採後に寝かされたことになるそこで、出て

きたのが移築論です。

米田良三氏が自著の中で太宰府の観世音寺か

ら移築されたとの見解を発表されたが、この見

解にに対しては古田史学の中からも賛否両論が

あります。金堂の天井板の伐採年は６６７年と

測定されたことで、今度は焼失前に既に現在の

法隆寺が建っていたとする意見も現れたこれ

で、２００㎏以上ある釈迦三尊が火災以前に若

草伽藍から移されていたというのです。

また法隆寺の北東にある法起寺の三重塔は６

８５年に作り始めたという記録があるが、その

心柱の伐採年が６１０年だというのです。この

心柱も伐採から７５年も置かれていたことにな

るのです。７００年前後に再建されたとしたら

法隆寺の心柱が移築でなくてもいいという意見

です。

移築だとするとどこの何という寺か？ 疑問

が深まるばかりです。飛鳥・白鳳時代の五重塔

を持つ伽藍はそんなに沢山はありません。この

論議の中で福岡県には６００年代前半の伽藍寺

院はない。という意見が出されたので調べてみ

たところ、確かに定説ではそうなっているので

す。この頃大和では蘇我氏を中心にして氏族仏

教が広まり大氏族が大きな伽藍を建てたが北部

九州ではそうした氏族がいなかったというので

す。果たしてそうなのか、この時代の北部九州

では天子名乗る大王が仏教に帰依し国家仏教の

道を歩んでいたのではないのか？ 彼らが制定

した年号には仏教用語が数多く見られる。何よ

りその都を｢竺志｣とよんだこの意味は「仏教を

志す」こんな名の都を持つ国はせかいのどこに

もない。仏教が遅れた地域などとはとんでもな

い話である。

○ 虚構の排仏派対推仏派の戦い

名古屋市 佐藤章司

『日本書紀』に

①推古元年（５９３年）始めて四天王寺を難波

の荒陵に造り始めた。

②推古元年（５９３年）1月１５日に仏舎利を

法興寺仏塔の心礎の中に安置し、１６日塔の

心柱を建てた。

この仏教建築は基壇があり礎石の上に柱を建

て、五層の瓦葺の屋根や庇があり、これまでの

掘立柱の上に茅（草）葺の屋根を持つ倭国の建

築とは違っている。当時の倭人の建築技術を持

ってしては、仏教建築は出来なかったであろう。

事実、祟峻天皇元年（５８８年）に百済から仏

教建築（大工・瓦・露盤・画工等）の技術者達

が来倭している。そして２年後の祟峻３年（５

９０年）冬１０月、山に入って法興寺の用材を

伐った。と記載されている。間違いなく百済か

らの技術者達が法興寺の建築を造ったのであ

る。

さて、この百済から来た技術者集団は倭国の

仏教先進地である九州王朝の筑紫にやって来た

のであり、大和ではない。当時、百済と交流し

た倭国は九州王朝である。中国⇒百済⇒筑紫⇒

播磨⇒大和これが仏教伝来のルートであり、難

波四天王寺及び法興寺は九州王朝の都である倭
●

京に建立されたのである。
●

『日本書紀』では「法興寺は蘇我馬子が建立

し、推仏派の聖徳太子と蘇我馬子対排仏派の物

部守屋の戦いの勝利の結果、聖徳太子が祈願し

た通りに難波四天王寺を建てた」との記述は大

和こそが、仏教の先進地であるとする虚構であ

り、『日本書紀』編纂者の造作である。大和で

の「排仏派対推仏派」の戦いは九州王朝の史書

であろう『日本旧記』や『日本紀』の九州王朝

内で王朝内を二分するような厳しい対立した説

話をモデルとして造作されたのであろうと発表

した。（例えば二系列の年号の存在や太宰府や

越智に紫宸殿の名を持つ地名の存在など。）

出席者からは米田良三氏著『法隆寺は移築さ

れた』の記述には間違いが多い。また、川端俊

一郎氏著『法隆寺のものさし』の論説から法興

寺が５９４年の伐採の心柱を持つ法隆寺の移築

元の寺院ではないし、筑紫にあったとは言えな

いとする意見も出された。

○ 法興年号－古代史覚書帳－

瀬戸市 林 伸禧

「法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘」及び『釈
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日本紀』所引き『伊予国風土記』逸文に基づ

き、年表形式により法興年号を検討した。

両史料の年号及び干支は元嘉暦で記述されて

いることを確認した。また、法興年号は元年(５

９１年､崇峻４年)から３２年(６２３年、推古

３１年)まで使用されていたことになる。

以上のことを踏まえ、次のように述べた。

・「法王大王、上宮法皇、大后、王后」は最高

権力者及びその夫人である。

・年号は、最高権力者の権力の象徴であるの

で、同一勢力内に複数の年号を用いる事は

あり得ないと思う。

・故に、『二中歴』での記載年号を九州年号と

すれば、法興年号は他の王朝の年号と思わ

れる。

・通説では、推古紀の事柄とされているが、

『日本書紀』推古紀は書き換える必要が生

ずる。

・近畿天皇家以外では、吉備地方が有力思わ

れる。

これについて、賛成意見もあったが、次のよ

うな意見が述べられた。

・九州王朝の年号ではないか。

・宗教上での年号ではないか。

・これらの史料は、四国での歴史学界において

偽造説、道後温泉ＰＲ説が通説である。

○ 登岐士玖能迦玖能木實

名古屋市 石田敬一

例会で話題になった「登岐士玖能迦玖能木實」

について、私見を示した。

3 月 例 会 予 定

日 時： 3月16日（日）午後１時30分～５時

（黄 當時講演会）

場 所：名古屋市市政資料館（第３集会室）

名古屋市東区白壁１丁目３番地

Tel:052-953-0051

参加料：５００円（会員無料）

交通機関

・地下鉄名城線「市役所」駅下車、東徒歩８分

・名鉄瀬戸線「東大手」駅下車、南徒歩５分

・市バス「市政資料館南」下車、北徒歩５分

駐車場

・名古屋市市政資料館：１２台収容(無料)

・ウィルあいち(愛知県女性総合センター)地

下駐車場：南隣、有料（３０分１７０円）

・鈴木不動産コインパーク：南東角交差点の

東、有料（４０分２００円）

今 後 の 予 定

４月例会：4月20日（日）名古屋市市政資料館

５月例会：史跡巡りのためお休みです。

例会は、第３日曜日です。

古田先生とその学問に興味のある方ならどな

たの参加も歓迎します。また参加に際し事前連

絡は不要です。遅刻・早退もかまいません。

例会での研究報告、見解発表は大歓迎です。

資料を配付される場合は、「２０部」ご用意願いま

す。

会 員 募 集

平成２６（２０１４）年度会員を募集します。

年会費：５,０００円

特 典：・例会参加料無料 （例会欠席時は、例会資料を送付）

・会報誌「東海の古代」の毎月配布

・論集（古代への碑）の配布

振込先：ゆうちょ銀行(普通口座)

・〔名前〕古田史学の会・東海 〔記号〕１２１１０ 〔番号〕１２９９３９５１

・他金融機関からの振込の場合 〔店名〕 二一八（読み 二イチハチ）

〔店番〕２１８ 〔預金種目〕普通預金 〔口座番号〕１２９９３９５

※「ゆうちょ銀行口座」同士の送金は、ＡＴＭで送金される場合、振込手数料が無料となります。


